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組織図、参集基準と配備人員、事務分掌などを示したもの 

 

 ・災害対応マニュアル編 

地域防災計画の災害警戒・対策に示される災害対応業務を具体的に示したもの 

 

 ・資料編 

災害対応業務を遂行するうえで参照すべき資料や必要となるリストなどをとりまとめたもの 

 

 ・様式編 

災害対応業務を遂行するうえで必要となる文書様式をとりまとめたもの 
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1. 災害警戒本部・災害対策本部の本部長及び各級責任者及び参集基準 

・県内で原災法第１０条に
　該当しないが、原子力に
　係る事故が発生した場合

・県内で原災法第１０条に
　該当する事故が発生した
　場合
・町長が必要と認めた場合

・県内で原災法第１５条に
　該当する事故が発生した
　場合
・県の一部が原災法第１５
　条に規定される原子力緊
　急事態の応急対策実施区
　域となった場合
・町長が必要と認めた場合

突
発
事
故
等

・町長が必要と認めた場合 ・町長が必要と認めた場合 ・町内で航空機事故、高速
　道路多重事故、鉄道事
　故、大規模建物火災、大
　規模林野火災、集団救急
　事案が発生した場合

・警戒レベル2とは
　洪水注意報
　大雨注意報　等
・警戒レベル3とは
　大雨警報
　洪水警報
　氾濫注意情報　等
・警戒レベル4とは
　氾濫危険情報
　土砂災害警戒情報
　等
・警戒レベル5とは
　氾濫発生情報
　大雨特別警報　等

地
震

・震度4の地震が発生した場合
  町長が必要と認めた時

・震度4の地震が発生した場合
  町長が必要と認めた時

・震度5弱以上の地震が
  発生した場合
・ 町長が必要と認めた時

消防団 全消防団員

参
集
基
準

風
水
害

・警戒レベル2相当が発表され
　た場合

・警戒レベル3相当が発表され
　た場合
・本部長が必要と認めた場合

・警戒レベル4相当が発表さ
　れた場合
・本部長が必要と認めた場合

原
子
力

全職員
時
間
外

・防災担当

時
間
外

・防災担当
・警報当番
※本部長の判断により課長、
　課長補佐の招集もあり得る

消防本部長 消防団副団長
川辺出張所長
消防団団長

①消防団団長
②消防団副団長

職員

時
間
内

・防災担当

時
間
内

・防災担当
・全課長（対策監含む）

①参事
②教育長
③総務課長

副本部長
総務課課長補佐
（防災担当）

総務課課長補佐
（防災担当）

教育長・参事
※本部長の代行
　順位を引き継ぐ

準備 警戒 非常

本部長 総務課長 総務課長 町長

本部区分 災害警戒本部 災害対策本部

代行順位等配備 第１次配備 第２次配備 第３次配備

体制

 

※ 本部体制と配備体制については、町長が状況・被害確認して、必要に応じて弾力的

な運用をすることができる。(例：災害対策本部 第１次配備) 
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2. 組織図 

(1) 第１次配備の組織図 

 

 

 

 

 

(2) 第２次配備の組織図 

1) 勤務時間内配備体制 

 

 

 

 

 

 

2) 勤務時間外配備体制 

 

 

 

 

 

 

※ 勤務時間 ：開庁日のAM8:30～PM5:15 

※ 勤務時間外：閉庁日及び開庁日のPM5:15～AM8:30 

※ 警報当番は、下記の構成により 

 

3) 警報当番班 

 

 

 

※総務課、基盤整備課、上下水道課の課長補佐は除く。 

 

班　　員班　　長

その他職員課長補佐級職員

消防団（副団長）

防災担当

警報当番班
（総務課課長補佐）

本部長 副本部長

（総務課長）

全課長、全対策監

（総務課課長補佐）
防災担当

本部長 副本部長

（総務課長）

消防団（副団長）

本部長 副本部長 防災担当

（総務課長） （総務課課長補佐）
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(3) 第３次配備の組織図 

 

 

(町長) (教育長)
(参事)

事務部門 統括班

○総務課長
　企画課長
　議会事務局長
　税務課長
　会計室長

副本部長本部長 住民部門

統括:消防団団長
代行:消防団副団長

インフラ部門

医療班

物資・食料管理供給班

消防団本部消防対策部門

○基盤整備課長
　産業環境課長
　上下水道課長

○住民課長
　教育支援課長
　生涯学習課長
　健康福祉課長
　こども園長
　学校給食共同調理場長

被害調査班

分団

インフラ庶務班

炊き出し班

安否確認班

情報班

自主防災組織

町会議員

現地対策本部

議会調整班

学校・こども園調整班

避難所開設班

小中学校教職員

庶務班

通信班

 

※ 現地対策班は必要に応じて本部長の判断で設置する。 

※ 「〇」は部門長とする。 

 

 

 

(4) 緊急初動体制 

防災担当

警報当番班

総務課長 総務課課長補佐

 

※ 消防団本部は、地震等の突発的災害時には緊急初動体制を確保する。 
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(5) 組織体制・所属部門等一覧 

 

防災担当

行政担当

総務課 財政担当

会計室 会計室

税務課 税務担当

議会事務局 議会事務局

健康福祉課 福祉担当

生涯学習課 生涯学習担当

住民課 窓口・保険担当

こども園 こども園

教育支援課 ◎教育総務担当

こども園 ◎こども園

基盤整備課 建設担当

上下水道課 上下水道工務担当

農林商工担当

環境担当

管理・庶務担当

　総務課
　企画課
　議会事務局
　税務課
　会計室

基盤整備課
上下水道課

インフラ庶務班

被害調査班

産業環境課

インフラ部門

炊き出し班

　基盤整備課
　産業環境課
　上下水道課

給食センター 給食センター

物資・食料管理供給班 生涯学習課 ◎生涯学習担当

住民部門 医療班 健康福祉課

通信班

安否確認班

学校・こども園調整班

避難所開設班

　住民課
　教育支援課
　生涯学習課
　健康福祉課
　こども園
　学校給食共同調理場

企画課

議会調整班 議会事務局

※「◎」は兼務担当において、主たる所属部門等を示す。

◎議会事務局

保健担当

統括班 総務課

庶務班

事務部門 企画担当

情報班
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【参考】南海トラフ地震の関連情報 

 

＜発表条件＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜異常な現象を観測した場合の情報発表までの流れ＞ 
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【参考】東海地震の関連情報 
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種類 内容等 
地震防災強化地域 

における防災対応 

東海地震 

予知情報 

 

カラーレベル 

赤 

第

３

次

配

備

・

非

常 

□東海地震が発生するおそれがある

と認められた場合に発表 

□東海地震発生のおそれがなくなっ

たと認められた場合には、本情報

解除が発表 

□地震災害警戒本部設

置 

□警戒宣言伝達 

□地震防災応急対策実

施 

□避難対象地区ではあ

らかじめ指定される

避難地に避難 

□公共交通機関運行中

止 

□避難路、緊急輸送路

では走行を禁止また

は制限 

東海地震 

注意情報 

 

カラーレベル 

黄 

第

１

次

配

備

・

警

戒 

□東海地震の前兆現象の可能性が高

まったと認められた場合に発表 

□「判定会」の開催については、こ

の情報の中で伝達 

□東海地震発生のおそれがなくなっ

たと認められた場合には、本情報

解除が発表 

□地震災害警戒本部準

備室設置 

□防災準備行動実施 

□広域応援の準備 

□生徒・従業員の帰宅 

□町民への広報 

東海地震に 

関連する 

調査情報 

 

カラーレベル 

青 

臨

時 

□東海地震の観測データに異常が現

れているが、東海地震の前兆現象

の可能性について直ちに評価でき

ない場合等に発表 

□本情報が発表された後、東海地震

発生のおそれがなくなったと認め

られた場合や地震現象について東

海地震の前兆現象とは直接関係な

いと判断した場合は、この情報の

中で、安心情報である旨明記して

発表 

□情報収集連絡体制 

定

例 

□毎月の定例の判定会で評価した調

査結果を発表 
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【参考】気象等に関する防災情報 

 

＜段階的に発表される防災気象情報と対応する行動＞ 
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＜土砂災害危険度情報における危険度レベル＞ 

 

■危険度カラー区分とそれに伴う行動例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■大雨警報（土砂災害）の危険度分布の判定の仕組み 
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3. 災害警戒本部・災害対策本部の事務分掌 

   ※担当長とは担当業務に属する職員の上席者をいう。 

対 応即 ： 即 時 に 開 始 す べ き 最 優 先 事 務一 ： 一 週 間 以 内 に 開 始 す べ き 事 務
2 4 ： 2 4 時 間 以 内 に 開 始 す べ き 優 先 事 務※ ： 状 況 に 応 じ て 開 始 す べ き 事 務
7 2 ： 7 2 時 間 以 内 に 開 始 す べ き 事 務

班 対 応

統 括 業 務

即

即

即

即

即

24

24

24

24

24

24

24

24

72

72

72

一

※

※

※

※

※

行方不明者業務

24

24

72

72

秘書・職員管理業務

24

24

24

24

72

72

一

一

一

行 方 不 明 者 名 簿 の 公 開

警 察 署 ・ 自 衛 隊 と 協 力 し 行 方 不 明 者 の 捜 索

事 務 部 門

現 地 対 策 本 部 の 設 置 ( 風 水 害 ) ( 地 震 ) ( 原 子 力 等 )

避 難 区 域 の 設 定 、 避 難 勧 告 ・ 指 示 （ 緊 急 ） の 発 令 、 解 除

通 常 業 務 の 再 開 状 況 の 把 握 、 再 開 計 画

自 衛 隊 の 撤 収 要 請

職 員 家 族 の 安 否 確 認 、 職 員 家 屋 の 被 害 状 況 確 認

車 両 他 輸 送 手 段 の 確 保 ・ 配 車 計 画 ・ 緊 急 輸 送 の 実 施

災 害 関 係 文 書 ・ 様 式 の 印 刷

担 当 別 事 務 分 掌

行 方 不 明 者 捜 索 依 頼 届 の 受 付 、 名 簿 作 製

災 害 関 連 情 報 の 収 集 ・ 整 理 ・ 伝 達

本 部 長 の 命 令 、 指 示 事 項 等 の 伝 達

災 害 警 戒 本 部 ( 配 備 L v 2 ) の 設 置 ( 風 水 害 ) ( 地 震 ) ( 原 子 力 等 ) 、 職 員 の 招 集

激 甚 災 害 指 定 の 手 続 き の 実 施

ラ イ フ ラ イ ン ・ 交 通 規 制 等 情 報 の 総 括 と 分 析

隣 接 市 町 村 と の 相 互 協 力 ・ 応 援

ヘ リ コ プ タ ー の 派 遣 要 請

災 害 応 急 対 策 全 般 の 調 整

部 門 長 会 議 ・ 本 部 員 会 議 の 開 催 及 び 本 部 長 室 ・ 事 務 部 門 の 運 営

県 本 部 ・ 必 要 に 応 じ て 国 へ 報 告

給 与 、 福 利 厚 生 の 管 理

災 害 犠 牲 者 の 合 同 慰 霊 行 事

避 難 区 域 の 設 定 、 避 難 準 備 ・ 高 齢 者 等 避 難 開 始 の 発 令 、 解 除

民 間 協 力 団 体 等 へ の 協 力 要 請

災 害 救 助 法 適 用 の 申 請 、 激 甚 災 害 指 定 の 申 請

職 員 本 人 の 安 否 確 認 、 職 員 の 参 集 状 況 の 把 握 ( 風 水 害 ) ( 地 震 ) ( 原 子 力 等 )

[ 統 括 班 ]
防 災 担 当

( 班 長 )
防 災 担 当 長

( 班 員 )
防 災 担 当

行 方 不 明 者 の 情 報 収 集

職 員 の 動 員 ・ 配 置 に 関 す る 調 整

国 ・ 自 衛 隊 ・ 県 へ の 報 告 ・ 要 請

災 害 対 策 本 部 ( 配 備 L v 3 ) 、 全 職 員 の 招 集

職 員 の 活 動 ロ ー テ ー シ ョ ン 計 画 、 配 置 調 整

災 害 警 戒 本 部 ・ 災 害 対 策 本 部 ・ 現 地 災 害 対 策 本 部 の 閉 鎖 の 要 請

各 部 門 ・ 班 の 対 策 実 施 状 況 の 把 握 、 各 部 門 ・ 部 門 間 の 調 整 、 分 担 任 務 の 明 確 で な い 事 項
に 関 す る 担 当 部 門 ・ 班 の 決 定

24

行 政 担 当

( 班 長 )
行 政 担 当 長

( 班 員 )
行 政 担 当

災 害 見 舞 者 ・ 災 害 視 察 者 ・ そ の 他 関 係 者 と の 連 絡 調 整

公 用 車 の 管 理 ・ 燃 料 確 保

総 合 的 な 復 旧 ・ 復 興 計 画 の 立 案 ・ 調 整
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対応 即：即時に開始すべき最優先事務 一：一週間以内に開始すべき事務

24：24時間以内に開始すべき優先事務 ※：状況に応じて開始すべき事務

72：72時間以内に開始すべき事務
班 対応

共通業務

※

事務管理業務

24

24

24

24

24

24

72

72

72

一

一

一

※

職員用　物資・食糧管理業務

24

24

24

24

24

72

72

72

一

広報業務

即

24

24

24

24

24

72

電算業務

即

24

24

72

一

防災無線の運用

警戒・応急対策用資機材・車両の調達・確保

防災無線の保守

臨時へリポート開設の計画・調整

補正予算の取りまとめ

被害状況・対策実施状況の記録

公有財産・所轄施設の被害状況の把握

鉄道施設に関する情報収集・整理

業者の在庫確認

災害情報の発信及び災害記録

町ホームページの管理・運営・多言語によるインターネットなどを通じた情報発信

協定先からの食料・燃料の調達

義援金の配分方法、実施スケジュールの広報、配分

ブロードバンド施設の被害状況の確認、修繕手配

災害関係費の収支関係書類審査、支払、決算処理

電子計算機業務の総括管理・安定化

住民への情報提供(広報)

被災者支援システムのデータ入力等のサポート

情報収集体制の整備

報道機関との連絡調整

緊急町長声明発表及び町長記者会見

本庁舎の被害状況の把握、復旧対応

担当別事務分掌

災害弔慰金・被災者生活再建支援金・災害援護資金貸付及び災害救助法関係事務

職員用　物資・食糧供給先、供給品目リストの作成

補正予算の検討、スケジュールの報告

職員用　物資・食糧の調達に伴う一括調達品目リスト、業者名簿の作成

事務部門

非常用電源装置の作動状況確認、燃料確保

システム障害発生状況の把握、復旧手配

職員用　災害に関する経費精算文書の送付

義援金の受け入れ、領収書の発行

義援金の保管、受け払い簿の作成

災害広報活動計画の立案、連絡調整、広報活動実行

自衛隊・自治体応援職員等の受入、必要物資調達、宿泊所運営

災害時総合相談窓口の開設・運営

[通信班]
企画担当

(班長)
企画担当長

(班員)
企画担当

所管防災行政無線局の使用可能状況を確認

[庶務班]
財政担当
会計室

(班長)
財政担当長
会計室長

(班員)
財政担当

(班員)
会計室
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対応 即：即時に開始すべき最優先事務 一：一週間以内に開始すべき事務

24：24時間以内に開始すべき優先事務 ※：状況に応じて開始すべき事務

72：72時間以内に開始すべき事務
班 対応

共通業務

即

24

一

り災調査業務

24

72

一

議会事務業務

24

24

24

一

一

被害状況の調査・撮影・記録

電話内容等記録、統括班及び担当班への伝達

[議会調整班]
議会事務局
(班長)
議会事務局長
(班員)
議会事務局員

被害状況の情報収集

[情報班]
税務担当

(班長)
税務担当長

(班員)
税務担当

り災証明の発行・台帳作成

議会災害対策本部の設置・運営支援

女性専用の災害相談窓口の開設

避難所開設の自治組織との連絡調整

総合窓口電話対応

町議会との連絡・調整

総合窓口電話対応

被災者等への税の納期限延長、減免等の対応 

担当別事務分掌

事務部門
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 対応 即：即時に開始すべき最優先事務 一：一週間以内に開始すべき事務

24：24時間以内に開始すべき優先事務 ※：状況に応じて開始すべき事務
72：72時間以内に開始すべき事務

班 対応

安否確認業務

即

即

24

72

72

72

72

72

72

72

72

72

一

一

一

一

共通業務

社会教育施設業務

即

即

一

共通業務

24

72

一

避難所開設・運営業務

即

即

24

24

72

72

72

72

一

各種保険業務

72

一

一

年金業務

24

24

24

72

一

一

指定文化財施設・所管施設の被害状況の確認

国保証等の再交付

24
避難行動要支援者の避難、安否確認、支援
（各担当業務が発生するまで、終了してからの業務）

年金納付・受給相談

帰宅困難者の避難・救援、安否確認

担当別事務分掌

避難行動要支援者の避難、安否確認、支援
（各担当業務が発生するまで、終了してからの業務）

避難行動要支援者の避難状況の把握
（各担当業務が発生するまで、終了してからの業務）

避難者等より、安否情報や、り災者情報の収集

避難所における通信手段の確保

医療費の相談、療養費・葬祭費支給処理

生涯学習担当

(班長)
生涯学習担当長

(班員)
生涯学習担当

住民部門

[安否確認班]
福祉担当

(班長)
福祉担当長

(班員)
福祉担当

高齢者・障がい者施設の被害状況の確認、応急対策

避難行動要支援者の避難状況の把握

避難行動要支援者の把握

福祉避難所及び病院等への移送支援

避難所の縮小・閉鎖の検討

避難所の設備・機能調査

ボランティアの受入支援

避難所開設の自治組織との連絡調整

社会福祉協議会、日赤との連絡調整

住民の安否情報の収集整理

避難行動要支援者の避難、安否確認

ボランティアセンターの活動拠点、資材等の提供支援

福祉避難所の開設・運営・避難者の名簿作成

所管施設の被災状況の確認、応急対策

避難所開設・運営、避難者名簿の作成

所管施設利用者の安全確保

福祉施設の復旧見通しの把握

在宅高齢者サービス提供業者の復旧状況の確認

避難行動要支援者の相談

介護サービス提供可能な事業者の情報提供、相談受付

寝たきり・要介護度の高い高齢者のケア

避難行動要支援者の支援

福祉避難所の総括

避難行動要支援者身元不明者の確認・照会

国保税等の納期限延長、減免等の処理

[避難所開設班]
窓口・保険担当

(班長)
窓口・保険担当長

(班員)
窓口・保険担当

国民年金保険料の申請免除、年金証書の再発行

死亡届等受付・埋火葬に伴う事務への協力体制整備

各事務所・施設等の設備・機能調査

遺体の収容及び遺体安置所・代替火葬場の確保

国保・後期高齢・介護・国民年金等関連システム稼働状況の確認

葬祭業者に死体搬送・葬祭用品の調達依頼

遺体の埋火葬の実施、災害死体送付票の作成・送付

24

72

戸籍・住民等各種届出の受理・証明書の交付事務
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対応 即：即時に開始すべき最優先事務 一：一週間以内に開始すべき事務

24：24時間以内に開始すべき優先事務 ※：状況に応じて開始すべき事務

72：72時間以内に開始すべき事務

班 対応

救護所・病院業務

即

24

24

72

72

72

72

72

72

72

一

一

食品衛生業務

24

物資・食糧管理業務

24

24

24

24

物資・食糧供給業務

24

24

24

72

一

学校総務業務

即

即

即

一

一

一

学校施設業務

即

即

一

一

医療ボランティアの受入れ

警察・医師会へ遺体の検視・検案への協力要請

災害拠点病院・医師会等医療関係団体との連絡調整

学校施設・設備の被害状況の確認、応急対策

業者の在庫確認

[学校・こども園
調整班]
教育総務担当

(班長)
教育総務担当長

(班員)
教育総務担当
子育て担当

小・中学校の再開準備

り災児童生徒に対する学用品、教科書の支給

諸物資器具の調達、配分

休校措置及び保護者等への連絡

県教育委員会との連絡調整

避難所における応急教育・心のケア・健康管理等児童・生徒向け救援対策

子育て支援センターの被害状況の確認、応急対応

各学校職員・児童・生徒の安否確認、安全確保

被災者及び避難者の健康相談

感染症の予防へ協力する

第二次搬送収容医療機関の確保

[医療班]
保健担当

(班長)
保健担当長

(班員)
保健担当

調達が必要な物資・食糧の調達に伴う一括調達品目リスト、業者名簿の作成

物資・食糧の発注

所管施設の危険箇所の表示、安全対策

所管施設の被害状況の確認、応急対策（開館中）

[物資・食料管理
供給班]
生涯学習担当

(班長)
生涯学習担当長

(班員)
生涯学習担当

所管施設の修繕手配

学校再開・応急教育の検討、準備

所管施設利用者の安全確保（開館中）

調達が必要な物資・食糧の供給

救急用品・薬品等の調達

拠点救護所の設置・管理

拠点救護所支援及び診療所開設準備

災害拠点病院との連携による診療

住民部門

担当別事務分掌

物資・食糧供給先、供給品目リストの作成

地域診療所の被害状況及び受け入れの確認

食品の衛生監視

防疫用薬剤・資機材の必要数量を把握し調達
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対応 即：即時に開始すべき最優先事務 一：一週間以内に開始すべき事務

24：24時間以内に開始すべき優先事務 ※：状況に応じて開始すべき事務

72：72時間以内に開始すべき事務
班 対応

乳幼児・こども園児業務

即

72

一

一

一

避難所開設・運営業務

24

72

72

72

72

炊き出し業務

※

※

※

※

※

※

福祉避難所及び病院等への移送支援

福祉避難所の開設・運営・避難者の名簿作成

保育料の減免等の相談

避難所開設・運営、避難者名簿の作成

来園者の安全確保、避難誘導

[炊き出し班]
給食センター
(班長)
場長

(班員)
給食センター担当

輸送手段の確保

学校給食用の食材の確保（学校再開時）

炊き出しのための施設・設備等の確認・点検

炊き出し用機材・熱源・人員の確保

炊き出し班は病院・福祉施設等の要請に基づき緊急食品を供給

こども園

(班長)
こども園園長

(班員)
こども園職員

避難者の心のケア

災害時における応急保育の実施、こども園の再開検討

避難者数等の情報から食品を調達

避難所の縮小・閉鎖の検討

避難行動要支援者の把握

避難所における通信手段の確保

住民部門

担当別事務分掌
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対応 即：即時に開始すべき最優先事務 一：一週間以内に開始すべき事務
24：24時間以内に開始すべき優先事務 ※：状況に応じて開始すべき事務
72：72時間以内に開始すべき事務

班 対応

土木施設業務

即

即

即

即

即

24

24

24

24

24

72

一

一

一

上水道施設業務

即

24

24

72

72

応急給水業務

24

24

24

72

下水道施設業務

即

24

24

72

72

72

断水地域に関する情報を収集・整理し、応急給水計画を作成

復旧計画の立案

広域応援受入の搬入・搬出ルートの選定

復旧計画の立案

緊急輸送路（迂回ルートの点検、被災箇所の把握）

国道・県道・町道の被害状況の確認、ルート確保、通行止め措置

下水道又は浄化槽の排水経路等を踏まえた、マンホール式トイレの設置､撤去・縮小

土砂災害の状況を調査し、安全対策を実施

農業用水施設の点検、被害状況の確認、応急復旧対策

災害時協定締結済み土木関係企業との連絡・調整

病院等防災拠点施設・町民への応急給水

下水破損状況等の確認

応急処置で対応できる箇所を選定、応急対応

下水道施設等を活用したし尿処理対策

担当別事務分掌

業者への情報提供、対策指示

交通管制の実施、交通安全の確保

災害時の交通規制実施の協力

インフラ部門

上下水道工務担当

(班長)
上下水道工務担当長

(班員)
上下水道工務担当

上水道施設の点検、被害・断水状況の確認、応急復旧対策

水道指定店等関係機関への協力要請

水質調査を実施

水道協会への応援要請

孤立地区の解消に向けた仮設道路の検討、工事

危険箇所の通行止め等交通規制区域を指定

町道の復旧

下水道施設等の被害状況の確認、応急復旧対策

[被害調査班]
建設担当

(班長)
建設担当長

(班員)
建設担当

復旧計画の立案

消防水利のための用水確保の協力

農業用水の通水確保

交通支障箇所に関する情報収集
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対応 即：即時に開始すべき最優先事務 一：一週間以内に開始すべき事務

24：24時間以内に開始すべき優先事務 ※：状況に応じて開始すべき事務
72：72時間以内に開始すべき事務

班 対応

農業関連業務

即

一

※

※

※

林業関連業務

24

24

72

72

※

※

※

商工関連業務

24

72

一

一

一

※

※

※

※

環境業務

24

24

24

24

72

72

72

72

72

※

廃棄物業務

24

24

24

24

24

24

72

72

72

72

商工業関係者に、公的金融制度・特別措置を周知

農産物・畜産物の被害状況に関する情報収集・整理

商工業関係の復興支援を実施

治山、林業施設の被災状況の確認

担当別事務分掌

林業の災害応急・復興支援

農業の復興支援

災害ごみ処理等環境・衛生対策に関する相談

避難所の消毒指示

林道の通行止め等の解除、災害復旧対策の検討

林産物の病害虫対策

山崩れ等の情報収集、応急措置、林道通行止め措置

建築資材等その他災害復旧用資材の確保・調達に関する協力

し尿処理方法等の広報の実施

ごみ・がれきに関する情報収集

緊急活動用道路上の堆積物の収集・搬出措置、有害ごみ発生箇所の把握と危険防止措置

ごみ排出方法等の広報の実施

所管施設の応急措置の手配

商業施設・工業施設の被害状況の取りまとめ

環境汚染に関する広報を発信

商業・工業団体からの支援物資供給体制などの構築

農産物の除毒・防除等の実施

ため池等農業施設の被害状況の確認、安全確保

被害が集中的で著しい地区において、ねずみ・昆虫等を駆除

環境担当

(班長)
環境担当長

(班員)
環境担当

有害物質取扱事業所等の被害状況の情報収集

有害物質の漏えい状況等の確認

有害物質取扱事業所への除去・規制・周辺地域住民への周知の要請

インフラ部門

し尿処理計画の作成、仮設トイレ数の把握

離職者の状況を調査

離職者の状況をハローワーク等に報告

災害時における各種貸付

ごみ・がれき等の収集・搬送依頼

統括班から放射性物質・原子力災害等の情報収集

愛玩動物対策

放射線モニタリングの実施及び計測結果の整理

避難所の衛生指導・管理

商業施設・工業施設の被害状況の確認、安全確保の手配

農作物の病害虫対策

林産物の除毒・防除等作業の実施を要請

[被害調査班]
農林商工担当

(班長)
農林商工担当長

(班員)
農林商工担当

仮設トイレの設置､撤去・縮小

下水道又は浄化槽の排水経路等を踏まえた、トイレ使用可能状況等の確認

バキュームカーの確保、し尿の収集・処理依頼
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対応 即：即時に開始すべき最優先事務 一：一週間以内に開始すべき事務

24：24時間以内に開始すべき優先事務 ※：状況に応じて開始すべき事務

72：72時間以内に開始すべき事務

班 対応

ライフライン関連業務

24

24

24

72

インフラ庶務業務

24

72

72

※

※

※

建築物関係業務

72

72

72

※

※

※

一

担当別事務分掌

[インフラ庶務班]
管理・庶務担当

(班長)
管理・庶務担当長

(班員)
管理・庶務担当

電力・電話に関する情報収集、関係会社に応急復旧依頼

被害宅地、危険宅地等の被害状況の確認

ライフラインの被害状況調査

被災者に住宅補修指導

仮設住宅設置用地の検討・確保

災害復興にかかる都市計画に関する協力

災害復興に係る都市計画

被災者向け住宅供給計画の立案、調整

町営住宅の被害状況の確認、情報を収集・整理

仮設住宅の建設・供給

建築物等の被害状況の確認、応急対策

危険建物・区域等の立ち入り禁止措置

被災建築物・被災宅地の応急危険判定を実施に関する取りまとめ

町営住宅の復旧・復興計画を作成する

町営住宅入居者の安否確認

LPガス供給業者にガス施設の応急復旧を要請

二次災害箇所の点検、確認

インフラ部門
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4. 防災機関の事務又は業務の大綱 

(1) 町 
 

機関名称 事務又は業務の大綱 

町 １ 町防災会議及び町災害対策本部に関すること 

２ 防災に関する組織の整備 

３ 防災都市づくり事業の推進 

４ 防災に関する施設及び設備の整備、点検 

５ 災害応急・復旧用資材及び物資の備蓄、整備 

６ 町域にある公共的団体及び住民の自主防災組織の育成、指導 

７ 防災知識の普及と防災に関する教育及び訓練の実施 

８ 防災に関する調査研究 

９ 災害に関する情報の収集、伝達及び被害の調査 

10 町域にある住民等への避難準備情報、避難の勧告又は指示の伝達、誘

導 

11 町域にある住民等への災害時広報及び災害相談の実施 

12 消防、水防その他の応急措置 

13 被災者の救護、救助その他の保護 

14 高齢者、障がい者、病弱者、妊産婦、乳幼児等特に配慮を要する者に

対する防災上必要な援護措置 

15 緊急道路及び緊急輸送の確保 

16 災害時における清掃・防疫その他の保健衛生に関する措置 

17 災害時における応急教育 

18 管内の防災関係機関が実施する災害応急対策の調整 

19 その他災害の防御と拡大防止のために必要な措置 

20 被災者の生活確保 

21 民生の安定及び社会経済活動の早期安定 

 

(2) 県 
  

機関名称 事務又は業務の大綱 

県 １ 県防災会議に関する業務 

２ 防災に関する施設、組織の整備と訓練 

３ 災害による被害の調査報告と情報の収集等 

４ 災害の防除と拡大の防止 

５ 救助、防疫等罹災者の救助保護 

６ 災害復旧資材の確保と物価の安定 

７ 被災産業に対する融資等の対策 

８ 災害時における文教対策 

９ 被災県営施設の応急対策 

10 災害時における公安の維持 

11 災害対策要員の動員、雇上 

12 災害時における交通、輸送の確保 

13 災害時における防災行政無線通信の防護と統制 

14 被災施設の復旧 

15 町が処置する事務、事業の指導、指示、あっせん等 
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(3) その他 

災害予防、災害警戒・対策及び災害復旧対策は、川辺町を中心として、以下に示す関

係機関と連携・協力して実施します。 

 

川辺町 

   連携・協力 

消防機関 可茂消防事務組合、川辺町消防団 

県の機関 可茂土木事務所、可茂県事務所、加茂警察署、可茂保健所、 

中濃建築事務所、可茂農林事務所 

指定地方行政機関 東海財務局岐阜財務事務所、東海農政局岐阜農政事務所、 

気象庁（岐阜地方気象台）、 

中部地方整備局岐阜国道事務所、木曽川上流河川事務所 

自衛隊 陸上自衛隊第35普通科連隊、航空自衛隊(岐阜基地、小牧基地) 

指定公共機関 西日本電信電話(株)岐阜支店、ＮＴＴコミュニケーションズ(株)、 

(株)ＮＴＴドコモ東海、ＫＤＤＩ(株)、 

日本赤十字社岐阜県支部(川辺町分区)、中部電力(株)加茂営業所、 

日本放送協会岐阜放送局、 

日本郵政グループ東海支社・川辺郵便局・川辺麻生郵便局、 

東海旅客鉄道株式会社（JR東海）美濃太田駅 

指定地方公共機関 (社)岐阜県エルピーガス協会、 

日本水道協会岐阜県支部、岐阜県下水道協会 

公共的団体等 加茂医師会、加茂歯科医師会、岐阜県薬剤師会加茂支部、 

岐阜県医薬品小売商業組合、 

めぐみの農業協同組合川辺支店、加茂管工協同組合、 

可茂森林組合、川辺町社会福祉協議会、川辺町商工会、 

可茂衛生施設利用組合、可茂建設業協会、岐阜県建築工業会、 

中部ケーブルネットワーク(株)、FMらら 

 


